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受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、ティー・ロウ・プライス・ケイマン・インベストメント・トラスト・シリーズⅠ（以下「トラスト」と
いいます。）のサブ・ファンドであるTRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド（以下「ファンド」と
いいます。）は、このたび、第2期の決算を行いました。
ファンドの投資目的は、ルクセンブルグ籍の「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV － ダイナミック・
グローバル・ボンド・ファンド」（以下「投資先ファンド」といいます。）を通じて、新興市場を含む
世界中のあらゆる種類の債券等およびそれらの派生商品等を実質的な投資対象とし、安定した
収益を生むことです。
当期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

ティー・ロウ・プライス・ケイマン・インベストメント・トラスト・シリーズⅠ −

TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド
T. Rowe Price Cayman Investment Trust Series I – TRP Dynamic Multi Return Fund

ケイマン籍／オープンエンド契約型／公募外国投資信託
（米ドル年2回分配クラス／日本円年2回分配クラス）



　ファンドの仕組みは、以下のとおりです。

ファンド形態 ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託

信託期間 ファンドは、原則として、2027年３月７日に終了します。

繰上償還 トラストまたはファンドは、以下の事由のうちいずれかが最初に発生した時点で終了することがあります。
⒜		ファンドの資産価額が5,000万ドルを下回った場合で、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
（以下「投資顧問会社」といいます。）および管理会社と協議の上、BNYメロン・ファンド・マネジメント（ケイマン）
リミテッド（以下「受託会社」といいます。）の裁量によるとき。

⒝		トラストもしくはファンドの継続もしくは他の法域への移転が違法となるか、またはそれが実行不可能、非経済的、
不得策もしくは受益者の利益に反するものであると受託会社もしくは管理会社が判断する場合。

⒞		任意の買戻しによるか強制買戻しによるかにかかわらず、すべての発行済受益証券が買い戻された場合。
⒟		受益者がファンド決議または受益者決議によりファンドの償還を決定した場合。
⒠		ファンドが2017年１月17日に開始し、同日の149年後に終了する期間が終了した場合。
⒡		受託会社が信託証書に基づき退任する意思を書面により通知した場合、または受託会社が強制清算もしくは
任意清算を開始した場合で、受託会社、管理会社および受益者のいずれも、当該通知または清算開始後60日
（または、受託会社の退任の場合には、信託証書に従って受託会社が提供する、より長い通知期間）以内に、
受託会社の後任として受託者の職務を引き受ける用意のある他の法人を任命し、またはかかる任命を手配
することができない場合。

⒢		投資顧問契約が終了した場合、および受託会社、管理会社および受益者のいずれも、投資顧問契約の終了に
あたり、投資顧問会社の後任として投資顧問会社の職務を引き受ける用意のある他の法人を任命し、または
かかる任命を手配することができない場合。

ファンドが償還される場合、受託会社または管理会社は、かかる償還について直ちにファンドの受益者全員に
通知を行うものとします。

運用方針 ファンドは、新興市場を含む世界中のあらゆる種類の債券等およびそれらの派生商品等を実質的な投資対象とし、
安定した収益を生むことを目指します。
ファンドは、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドにより運用され、ファンドと実質的に同じ戦略、
ガイドラインおよび投資制限を有する投資先ファンドを通じて、その目的の達成を目指します。

主要投資対象・
ファンドの運用
方法

ファンドは、投資先ファンドを通じて、グローバル債券その他の債務証券へのフレキシブルな配分を行い、原則
として、その純資産（投資目的での借入金を含む。）の少なくとも３分の２以上を、新興市場を含む世界中の発行体が
発行するあらゆる種類の債券に投資します。ファンドは、投資先ファンドを通じて、様々な債務証券（政府ならびに
それらの政府機関により発行された債券、企業により発行された社債およびモーゲージ・バック証券およびアセット・
バック証券ならびに銀行その他の貸付人からの企業の借入金であるバンク・ローンを含む。）に投資する可能性が
あります。

投資制限 ◦	ファンドの純資産総額の10%を超えて、借入れを行うものではありません。
◦	ファンドは、信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ管理会社が日本証券業協会および投資信託
協会の定める規則に従い定めた合理的な方法に反することとなる取引を行わないものとします。
◦	ファンドは、デリバティブ取引等の残高に係る危険に対応する額として、あらかじめ管理会社が日本証券業協会
および投資信託協会は定める規則に従い定めた合理的な方法により算出した額が、ファンドの純資産総額を
超えることとなる場合は、デリバティブ取引等を行わないものとします。

分配方針 ◦	分配可能な資金が十分にあることを条件に、ファンドは収益の分配を宣言します。
◦	ファンドは、分配を行わないことがあります。
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■当期の１口当たり純資産価格等の推移について

Ⅰ． 運用の経過等

 （１） 当期の運用の経過および今後の運用方針

米ドル年２回分配クラス受益証券

日本円年２回分配クラス受益証券

（注1）�騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして算出しています。

（注2）�1口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。

（注3）�分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時に再投資したとみなして算出したもので、運用の実質的なパフォーマンスを

示すものです。

（注4）�分配金再投資1口当たり純資産価格は、第1期末の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。

（注5）�購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注6）�ファンドにベンチマークは設定されていません。

■1口当たり純資産価格の主な変動要因

•��国別デュレーションのポジショニング戦略は、米国および香港のショート・デュレーションに牽引

され、プラス寄与しました。ブラジル、韓国およびチリの現地通貨建国債のアロケーションもプラス

要因となった一方、米国インフレ連動債ならびにドイツおよびフランスのショート・デュレーション

はマイナス寄与となりました。

•��積極的な為替運用は、アルゼンチン・ペソやブラジル・レアルなどの、特定の新興国通貨のロング・

ポジションの損失を受けて、パフォーマンスの重しとなりました。ユーロのロング・ポジションも

マイナス寄与となりました。しかし、カナダ・ドル、台湾ドルおよび英ポンドのショート・ポジションは

プラス寄与となりました。

•��セクター配分と銘柄選択は、クレジット・ヘッジの費用がパフォーマンスの重しとなり、マイナス

寄与となりました。

•��日本円クラスと米ドル・クラスのリターンの差は、当期中の為替ヘッジにより生じました。
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00
第1期末の１口当たり純資産価格：

9,761円
第2期末の１口当たり純資産価格：

9,446円
（分配金額：0円）

騰落率：
−3.23％

第1期末の１口当たり純資産価格：
9.88米ドル

第2期末の１口当たり純資産価格：
9.79米ドル

（分配金額：0.00米ドル）
騰落率：

−0.91％
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■分配金について

米ドル年２回分配クラス受益証券
　当期中の分配金は0.00米ドルでした。

日本円年２回分配クラス受益証券
　当期中の分配金は0円でした。

■投資環境およびポートフォリオについて

投資環境について

　米連邦準備制度理事会が4回にわたり利上げを行ったことを受けて、米国債のイールド・カーブは

フラット化し、短期金利は上昇しました。先進国市場では、中央銀行の通貨政策が正常化に向かいました。

これにはカナダも含まれ、2018年10月にカナダ銀行は2018年で3度目となる利上げを実施しました。

また、2018年8月にはイングランド銀行が利上げを実施したほか、欧州中央銀行は資産買入れ額をさらに

削減し、年末までに月次債券買入れを終了する計画を表明しました。

　新興国市場では、米国の金利上昇、米ドル高、世界的な貿易問題に対する懸念などがリスク指向の重荷

となり、現地債券と外債が圧迫されました。同様に、クレジット市場でも、グローバル経済の減速や貿易

問題が投資家心理の重しとなったことから、スプレッドは概ね拡大しました。

　外国為替市場では、米国経済が好調に推移し、米連邦準備制度理事会が利上げを実施したことを受けて、

当期中、米ドルは大半の先進国通貨に対して上昇しました。英ポンドは、英国のEU離脱問題を巡る懸念を

受けて下落圧力に晒されました。ユーロも、ユーロ圏の成長モメンタムの鈍化およびイタリアの政治情勢

に対する懸念の高まりを背景に下落しました。新興国通貨に対しても、状況は米ドルにとって良好で、

全般的に米ドル高が進みました。アルゼンチン・ペソは、政策の方向性および高いインフレ率に対する

抑制能力を巡る懸念を背景に多大な下落圧力を受けたため、注視されました。アルゼンチン・ペソは、

利上げと国際通貨基金との交渉開始にもかかわらず、米ドルに対して50%以上下落しました。

ポートフォリオについて

　2018年11月30日までの12カ月間、ポートフォリオはマイナス・リターンを計上しました。

　国別/デュレーション運用は、米国のショート・デュレーションに牽引されてプラス寄与しました。

このポジションは、金融引締め策、堅調な経済成長および米国債発行額の増加による米国債利回りの

上昇が組み合わさったことから恩恵を受けました。香港のショート・デュレーションはパフォーマンスに

プラスの影響を与えたほか、ブラジルの現地通貨建て国債のエクスポージャーもプラスに寄与しました。

ブラジル国債は、大統領選でジャイル・ボルソナロが勝利したことを受けて、期末にかけて政治的な懸念が

緩和されたことから恩恵を受けました。現地通貨建てセルビア国債は、中央銀行が当期中に2度利上げを

実施したことから恩恵をうけ、同国債のロング・ポジションはパフォーマンスを押し上げました。しかし、

ドイツのショート・デュレーションは、貿易に対する懸念の高まりを受けて、ドイツなど高格付けの国債

への逃避が起き、当期中、国債利回りが低下したことを背景に、足枷となりました。また、米国インフレ

連動債のアロケーションもパフォーマンスの重しとなり、同様にポーランドのショート・ポジションも、

予想外に低下したインフレ率を背景に、債券価格が上昇したため、マイナス要因となりました。

　積極的な為替運用は、アルゼンチン・ペソやブラジル・レアルなど特定の新興国通貨のロング・ポジ

ションによる損失により、マイナス寄与となりました。ユーロ圏の成長モメンタムの鈍化および周辺地域

の政治的懸念がユーロに対するセンチメントの重しとなり、ユーロのロング・ポジションもマイナス

要因となりました。しかし、カナダ・ドルのポジショニングは、貿易摩擦と米連邦準備制度理事会の引き

締めサイクルを背景に、台湾ドルおよび英ポンドのショート・ポジション同様プラス寄与し、当期中、

米ドルはほとんどの先進国と新興国の通貨に対し上昇しました。また、2月初旬まで保有していたマレー

シア・リンギットのロング・ポジションは、マレーシア中央銀行が3年ぶりに金利を引き上げたことで、

当時、為替が上昇したこともあり、小幅なプラス寄与となりました。
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　セクター・アロケーションおよび銘柄選択は、クレジット・ヘッジの費用がパフォーマンスの重しと

なったことから、マイナス寄与となりました。米国株式のアウト・オブ・ザ・マネーのプット・オプション

もマイナス寄与した一方、欧州のハイ・イールド債のアロケーションがポートフォリオを下支えしました。

■投資の対象とする有価証券の主な銘柄

　当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ．ファンドの経理状況(3)投資有価証券

明細表等」をご参照ください。

■今後の運用方針

　投資方針を変更する予定はありません。

　米国経済の拡大基調が続いてきましたが、2019年、経済のモメンタムは減速するとみています。財政

刺激策の効果は剥落すると予想され、世界的な景気減速が世界最大の経済大国である米国にまで及び、

米国経済に悪影響を与え始める可能性があります。また関税も、経済成長を押し下げる更なるリスクと

なる可能性があります。こうした中、米国の利回り曲線の短期ゾーンは、他の高格付国と比較して絶対

リターンと相対リターンの両方で利益を提供し始めていると考えています。一方、長期ゾーンは、未だに

さらなる金融状況悪化の影響を受けやすいと考えられます。

　為替面では、過去1年間、米ドルは多くの主要通貨および新興国通に対して上昇しています。米ドルは

すでに多くの好材料を織り込んでいるため、不安定な状況にあると考えています。このため、米ドル調整

の引き金となるトリガーとそのタイミングは現時点では予測し難くはありますが、米ドルの見通しに

ついてはネガティブとしています。米国の成長鈍化や利上げサイクルの一次停止を示唆する有意な兆候を

見極める必要があると考えられます。

　リスクの観点から見ると、世界は、今や資産クラスと地域によって大きな違いが生じています。資産

クラスの中でも、現状では新興市場がクレジット資産クラスよりも優れたパフォーマンスを示す可能性が

あると引き続き考えています。一方、地理的な観点からは、米欧間で社債のリターンの乖離が拡大したこと、

およびクレジット・デリバティブ商品とそれに対応する現物債との間のパフォーマンスにばらつきが

あることを注視しています。したがって、適切な資産クラスに適切なプロテクションを得ることは、投資

顧問会社のアプローチにおいて重要です。

　全体的には、2019年はボラティリティが重要なテーマになると考えています。貿易問題および地政学は

依然としてリスクです。石油価格の変動が激しく、主要中央銀行が緩和策を解除しつつある点もリスクに

なっています。このような状況下では、市場が混乱し、強弱両方向に振れる可能性があります。この状況は、

一時的な市場の変調の結果ミスプライスされたセクターおよび個別銘柄の発掘を試みる上で、ファンドに

とって追い風となると思われます。今後も投資顧問会社は、信頼された投資プロセスを踏襲し、ダウン

サイド・リスクを管理しつつ、レラティブ・バリュー戦略による収益獲得チャンスをグローバルに活用

するため、国、デュレーション、イールド・カーブ間のバランスが取れたポートフォリオの維持に努める

所存です。
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 （２） 費用の明細

項目 項目の概要

管理報酬 受益証券の発行･買戻しの業務の対価 ファンドの純資産価額の年率0.0225％（税抜）（毎月後払い）

受託報酬
ファンドの受託業務の対価
※	受託会社は、上記の受託報酬の中から、保管
会社に対して、ファンド資産の保管業務の
対価として、保管会社報酬を支払います。

ファンドの純資産価額の年率0.03％（税抜）（ただし、最低報酬額
として年間35,000米ドルがかかります）（毎月後払い）

管理事務
代行会社報酬 管理事務代行業務の対価 ファンドの純資産価額の年率0.02％（税抜）（ただし、最低報酬額

として年間30,000米ドルがかかります）（毎月後払い）

投資顧問報酬 ファンド資産の投資顧問業務の対価 ファンドの純資産価額の年率0.4275％（税抜）（毎月後払い）

代行協会員報酬
取扱会社等に対する目論見書などの配布、
受益証券1口当たりの純資産価格の公表等の
代行協会員業務の対価

ファンドの純資産価額の年率0.03％（税抜）（毎月後払い）

販売報酬 日本における受益証券の販売・買戻業務の
対価 ファンドの純資産価額の年率0.45％（税抜）（毎月後払い）

その他費用・
手数料（当期）

専門家報酬、募集費用、印刷費用、登録・名義
書換事務代行会社費用等 3.37％

（注1）�各報酬については、目論見書に定められている料率または金額を記しています。「その他の費用・手数料（当期）」には運用状況等によ

り変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を

乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。

（注2）�各項目の費用は、ファンドが組み入れている投資先ファンドの費用を含みません。
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Ⅱ．直近10期の運用実績 
 

（１）純資産の推移 
 

 下記会計年度末および第２会計年度中の各月末日の純資産の推移は、以下のとおりです。 

 
＜米ドル年２回分配クラス受益証券＞ 

 
純資産総額 １口当たり純資産価格 

（米ドル） （千円） （米ドル） （円） 

第１会計年度末 

（2017年11月末日） 
5,770,561.01 640,475 9.88 1,097 

第２会計年度末 

（2018年11月末日） 
3,518,835.02 390,555 9.79 1,087 

2017年12月末日 5,759,377.01 639,233 9.86 1,094 

2018年１月末日 5,790,187.89 642,653 9.91 1,100 

２月末日 5,681,419.55 630,581 9.98 1,108 

３月末日 5,665,220.87 628,783 9.95 1,104 

４月末日 5,533,638.74 614,179 9.90 1,099 

５月末日 5,463,620.66 606,407 9.77 1,084 

６月末日 5,348,579.52 593,639 9.79 1,087 

７月末日 3,538,862.75 392,778 9.84 1,092 

８月末日 3,494,100.20 387,810 9.72 1,079 

９月末日 3,514,917.39 390,121 9.78 1,085 

10月末日 3,532,543.15 392,077 9.83 1,091 

11月末日 3,518,835.02 390,555 9.79 1,087 
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＜日本円年２回分配クラス受益証券＞ 

 純資産総額（円） １口当たり純資産価格（円） 

第１会計年度末 

（2017年11月末日） 
358,350,926 9,761 

第２会計年度末 

（2018年11月末日） 
255,896,021 9,446 

2017年12月末日 347,542,700 9,722 

2018年１月末日 348,856,844 9,758 

２月末日 321,604,521 9,817 

３月末日 319,900,115 9,765 

４月末日 272,181,920 9,690 

５月末日 268,243,401 9,550 

６月末日 268,169,941 9,547 

７月末日 269,159,108 9,582 

８月末日 255,782,621 9,442 

９月末日 256,755,901 9,478 

10月末日 257,446,011 9,504 

11月末日 255,896,021 9,446 

（注１）米ドルの円貨換算は、2019年３月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１

米ドル＝110.99円によります。以下同じです。 

（注２）第１会計年度は、2017年３月７日に始まり2017年11月30日に終了しました。 

 



 

－  － 

 

 

7

（２）分配の推移 
 下記会計年度中の１口当たりの分配の額は、以下のとおりです。 

＜米ドル年２回分配クラス受益証券＞ 

会計年度 
１口当たり分配金 

米ドル 円 

第１会計年度 
（2017年３月７日～2017年11月30日） 

0.00 0 

第２会計年度 
（2017年12月１日～2018年11月30日） 

0.00 0 

 

＜日本円年２回分配クラス受益証券＞ 

会計年度 
１口当たり分配金 

円 

第１会計年度 
（2017年３月７日～2017年11月30日） 

0 

第２会計年度 
（2017年12月１日～2018年11月30日） 

0 

 

（３）販売及び買戻しの実績 
 下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口

数は、以下のとおりです。 

＜米ドル年２回分配クラス受益証券＞ 

会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数 

第１会計年度 
（2017年３月７日～ 
2017年11月末日） 

794,582.008 
(794,582.008) 

210,441.767 
(210,441.767) 

584,140.241 
(584,140.241) 

第２会計年度 
（2017年12月１日～ 
2018年11月末日） 

0.000 
(0.000) 

224,638.007 
(224,638.007) 

359,502.234 
(359,502.234) 

 

＜日本円年２回分配クラス受益証券＞ 

会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数 

第１会計年度 
（2017年３月７日～ 
2017年11月末日） 

67,691.136 
(67,691.136) 

30,978.315 
(30,978.315) 

36,712.821 
(36,712.821) 

第２会計年度 
（2017年12月１日～ 
2018年11月末日） 

3,027.084 
(3,027.084) 

12,650.809 
(12,650.809) 

27,089.096 
(27,089.096) 

（注１）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。 

（注２）第１会計年度の販売口数は、当初申込期間に販売された販売口数を含みます。 
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Ⅲ．ファンドの経理状況 
 

財務諸表 

 

ａ．ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され

た原文の財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の

内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

第131条第５項ただし書の規定の適用によるものである。 

 

ｂ．ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の

３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマ

ン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められ

る証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。 

 

ｃ．ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ

いて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2019年３月29日現在における株式会社三菱Ｕ

ＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.99円）が使用されている。なお、千円未満の

金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致し

ない場合がある。 
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英文から翻訳された独立監査人の監査報告書 

 

TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンドの受託会社としての 

BNYメロン・ファンド・マネジメント（ケイマン）リミテッド御中 

 

監査意見 

我々の意見は、本財務書類は、ティー・ロウ・プライス・ケイマン・インベストメント・トラス

ト・シリーズⅠ（以下「トラスト」という。）のサブ・ファンドであるTRPダイナミック・マルチ・

リターン・ファンド（以下「ファンド」という。）の2018年11月30日現在の財政状態ならびに同日に

終了した年度の運用結果を、米国において一般に公正と認められる会計原則に準拠して、すべての重

要な事項について適正に表示しているものと認める。 

 

我々が行った監査 

ファンドの財務書類は、以下により構成される。 

・ 2018年11月30日現在の資産負債計算書、 

・ 2018年11月30日現在の投資有価証券明細表、 

・ 同日に終了した年度の損益計算書、 

・ 同日に終了した年度の純資産変動計算書、 

・ 同日に終了した年度の財務ハイライト、および 

・ 重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記。 

 

意見の根拠 

我々は、国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」という。）に準拠して監査を行った。当該基準の下での

我々の責任については、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述され

ている。 

 

我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判

断している。 

 

独立性 

我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）に

従ってファンドから独立した立場にある。我々はＩＥＳＢＡ規程に従って他の倫理的な義務も果たし

ている。 

 

強調事項 

我々は、2019年７月31日付でファンドを償還するという2019年４月29日の受託会社の決定に言及す

る、財務書類に対する注記９に注意を喚起する。我々の監査意見は、当該事項により修正されるもの

ではない。 
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その他の情報 

経営陣は、その他の情報に対して責任を負う。その他の情報は、取締役会の報告書により構成され

るが、かかる情報には本財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。 

 

本財務書類に関する我々の意見は、その他の情報を対象としていないため、我々は当該その他の情

報に対していかなる形式の保証の結論も表明しない。 

 

我々の本財務書類の監査に関連し、我々の責任は、上記の定義によるその他の情報を読み、その過

程で、その他の情報が本財務書類または我々が監査を行う上で入手した知識と著しく矛盾していない

か、もしくは重要な虚偽記載であると疑われるようなものがないかを検討することである。実施した

手続に基づき、当該その他の情報に重要な虚偽の記載があるとの結論に至った場合、我々はかかる事

実を報告しなければならない。かかる点において、我々が報告すべきことはない。 

 

財務書類に対する経営陣の責任 

経営陣は、米国において一般に公正と認められる会計原則に準拠して、本財務書類を作成し適正に

表示すること、および不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のない財務書類の作成に

必要であると経営陣が判断する内部統制について責任を負う。 

 

財務書類の作成において、経営陣は、全体として、財務書類の公表日（または公表可能となる日）

から一年以内にファンドが継続企業として存続する能力に関して重要な疑義を提起する条件および事

象があるかどうかについて評価し、ファンドにより清算ベースの会計処理を用いられる場合を除き、

かかる評価に関する事象を適宜開示する責任を負う。 

 

財務書類の監査に関する監査人の責任 

我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽

表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することで

ある。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚

偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることが

あり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこと

が合理的に予想される場合に、重要とみなされる。 

 

ＩＳＡｓに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保って

いる。また、以下も実行する。 

 

・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識およ

び評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基

礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削

除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べ

て、見逃すリスクはより高い。 
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・ ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を

策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。 

 
・ 使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理

性を評価する。 

 
・ 経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファ

ンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関

連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達し

た場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該

開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日付

までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業とし

て存続しなくなる原因となることがある。 

 
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を

実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。 

 

我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し

た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。 

 

その他の事項 

監査意見を含む当報告書は、トラストの受託会社としての受託会社のためのみに、監査契約書の条

項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的

に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告

書を入手するその他の者に対して責任を負わない。 

 

 

プライスウォーターハウスクーパース 

ケイマン諸島 

2019年５月16日 

 

 



 

－  － 

 

 

12

 

 



 

－  － 

 

 

13
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（１）貸借対照表 

TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 

資産負債計算書 

2018年11月30日現在 

（米ドル表示） 

 

 米ドル 千円 

資産   

投資先ファンドに対する投資（取得原価5,662,816米ドル） 5,563,482 617,491 

現金 111,204 12,343 

外貨（取得原価7,705米ドル） 7,706 855 

先物為替予約に係る未実現評価益 1,252 139 

投資顧問会社からの債権 88,913 9,868 

募集費用 127,043 14,101 

資産合計 5,899,600 654,797 

   

負債   

未払金：   

専門家報酬 65,134 7,229 

印刷費用 32,253 3,580 

登録・名義書換事務代行会社費用 9,995 1,109 

受託報酬 6,151 683 

管理事務代行会社報酬 5,131 569 

販売会社報酬 4,370 485 

投資顧問報酬 2,038 226 

税金費用 1,002 111 

代行協会員報酬 291 32 

管理報酬 107 12 

負債合計 126,472 14,037 

純資産 5,773,128 640,759 

   

純資産   

米ドルクラス 3,518,835 390,555 

日本円クラス 2,254,293 250,204 

 5,773,128 640,759 

 



 

－  － 

 

 

16

 口数  

発行済受益証券口数   

米ドルクラス 359,502  

日本円クラス 27,089  

   

 米ドル 円 

受益証券１口当たり純資産価格   

米ドルクラス 9.79 1,087 

日本円クラス 83.22 9,237 

 

 添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。 
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（２）損益計算書 

TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 

損益計算書 

2018年11月30日に終了した年度 

（米ドル表示） 

 

 米ドル 千円 

投資収益（損失）：   

収益   

投資先ファンドからの収益分配 135,017 14,986 

 135,017 14,986 

費用   

専門家報酬 61,000 6,770 

印刷費用 53,173 5,902 

登録・名義書換事務代行会社費用 48,404 5,372 

受託報酬 35,500 3,940 

販売会社報酬 33,988 3,772 

投資顧問報酬 32,289 3,584 

募集費用 31,232 3,466 

管理事務代行会社報酬 29,699 3,296 

代行協会員報酬 2,266 252 

管理報酬 1,700 189 

税金費用 501 56 

費用合計 329,752 36,599 

   

免除された報酬または投資顧問会社による払戻費用 (246,670) (27,378)

   

純費用合計 83,082 9,221 

   

投資純利益 51,935 5,764 

   

実現および未実現利益（損失）：   

実現純利益（損失）：   

投資先ファンドの売却 (43,449) (4,822)

外貨取引 2,434 270 

先物為替予約 (74,239) (8,240)

実現純損失 (115,254) (12,792)

未実現利益（損失）の純変動：   

投資先ファンドに対する投資 (65,481) (7,268)

先物為替予約 33,318 3,698 

未実現利益（損失）の純変動 (32,163) (3,570)

実現および未実現純損失 (147,417) (16,362)

運用活動による純資産の減少 (95,482) (10,598)

 

 添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。 
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TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 

純資産変動計算書 

2018年11月30日に終了した年度 

（米ドル表示） 

 

 米ドル 千円 

純資産の増加（減少）   

運用活動   

投資純利益 51,935 5,764 

実現純損失 (115,254) (12,792)

未実現利益（損失）の純変動 (32,163) (3,570)

運用活動による純資産の減少 (95,482) (10,598)

 

受益者への分配（注記２） － － 

   

ファンド受益証券取引   

発行 269,105 29,868 

買戻し (3,355,124) (372,385)

ファンド受益証券取引による純資産の純減少 (3,086,019) (342,517)

純資産の純減少 (3,181,501) (353,115)

   

純資産   

期首 8,954,629 993,874 

期末 5,773,128 640,759 

 

 米ドルクラス 日本円クラス 合計 

    

ファンド受益証券取引：    

 口数 口数 口数 

受益証券口数    

発行 － 3,027 3,027 

買戻し (224,638) (12,651) (237,289)

受益証券口数の純変動 (224,638) (9,624) (234,262)

    

 米ドル 米ドル 米ドル 

金額    

発行 － 269,105 269,105 

買戻し (2,214,655) (1,140,469) (3,355,124)

ファンド受益証券取引による純減少 (2,214,655) (871,364) (3,086,019)

 

 添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。 
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TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 

財務ハイライト 

2018年11月30日に終了した年度 

（米ドル表示） 

 

受益証券１口当たりの参考情報： 米ドルクラス 日本円クラス 

 米ドル 米ドル 

   

期首純資産価格 9.88 86.73 

投資純利益１ 0.08 0.48 

投資に係る実現および未実現純損失 (0.17) (3.99)

運用活動による損失合計 (0.09) (3.51)

期末純資産価格 9.79 83.22 

   

トータルリターン＋ (0.91)％ (3.23)％

 

平均純資産価格に対する比率： 

費用合計（報酬免除前）２ 4.28％ 4.53％

費用合計（報酬免除後）２ 1.10％ 1.10％

投資純利益２ 0.76％ 0.54％

 
１ 期中の平均発行済受益証券に基づいて計算されている。 

２ 比率は、基礎となる投資先ファンドの投資実績に関連する収益および費用の比例割合は反映してい

ない。ただし、ファンドの投資実績は、投資先である基礎となる投資先ファンドの投資実績に直接

関連している。平均純資産価格に対する比率は、各クラスの日々の平均純資産価格に基づいて、ク

ラスごとに計算されている。投資純利益の平均純資産価格に対する比率は、資本取引の時期および

金額に応じて、ならびに各クラスの収益が発生した時期および金額に応じて、クラスごとに異なる

場合がある。比率は、任意免除費用の控除後のものである。注記８を参照のこと。 
＋ トータルリターンは、再投資された分配金の影響を想定している。日本円クラスに対するトータル

リターンは、日本円建ての純資産価格に基づいて計算されている。 

 

 添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。 
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TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 

財務書類に対する注記 

2018年11月30日現在 

 

注記１ 設立 

 TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド（以下「ファンド」という。）は、受託会社であ

るBNYメロン・ファンド・マネジメント（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）およ

び発行体であるティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント・エス・エイ・アール・

エル（以下「管理会社」という。）との間の2017年１月17日付信託証書により設立された、ケイマ

ン諸島の信託法（2011年改訂）に準拠したアンブレラ型オープン・エンド型の免除ユニット・トラ

ストであるティー・ロウ・プライス・ケイマン・インベストメント・トラスト・シリーズⅠ（以下

「トラスト」という。）の最初のサブ・ファンドである。トラストは、ケイマン諸島の信託法

（2011年改訂）に基づく免除トラストとして登録されている。ファンドは、ファンドが当初の申込

みを受領した日である2017年３月７日付で運用を開始した。 

 ファンドは、新興市場を含む世界中の発行体が発行するあらゆる種類の債券およびその他の債務

商品ならびにかかる債券または債務商品に関連するデリバティブ商品に投資することで、安定した

収益を生むことを目指す。ファンドは、ファンドと実質的に同じ戦略、ガイドラインおよび投資制

限を有する、ルクセンブルグ籍のティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV－ダイナミック・グ

ローバル・ボンド・ファンド（以下「投資先ファンド」という。）にすべて投資することで、その

目的の達成を目指す。ファンドの投資顧問会社は、投資先ファンドの投資運用会社と同じく、

ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド（以下「投資顧問会社」という。）で

ある。 

 ファンドは、２つの受益証券クラスを適格投資家に対して提供している。すなわち、これらは米

ドル年２回分配クラス（以下「米ドルクラス」という。）および日本円年２回分配クラス（以下

「日本円クラス」という。）である。すべてのクラスは、上述のクラスの通貨（以下「表示通貨」

という。）で報告、販売、買戻しおよび分配を行う。各クラスは、同一の資産プールに投資し、各

クラスの表示通貨は米ドルに対してヘッジされる。ファンドの業績は、投資先ファンド・ポート

フォリオの業績に直接影響を受ける。 

 

注記２ 重要な会計方針 

 以下は、ファンドが、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下「Ｕ．Ｓ．ＧＡＡＰ」

という。）に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して従っている重要な会計方針の要約であ

る。ファンドは投資法人であるため、米国財務会計基準審議会（以下「ＦＡＳＢ」という。）会計

基準編纂書トピック946「金融サービス－投資法人」の投資法人会計および報告ガイダンスに準拠し

ている。Ｕ．Ｓ．ＧＡＡＰに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響

を及ぼす見積りおよび仮定を行うことを経営者に要求している。実際の業績はこれらの見積りと異

なる場合があり、また添付の財務書類に反映される評価は、基礎となる投資先ファンドの売却を

もって最終的に受領する価額と異なる場合がある。 

 

(A）受益証券の純資産価額の決定 

 ファンドの純資産価額（以下「ＮＡＶ」という。）は、毎評価日（各営業日（ルクセンブルグ、

ケイマン諸島、ニューヨーク、ロンドンおよび日本において銀行および証券取引所が営業している

日）および／または管理会社が随時定めるその他の日）におけるニューヨークの営業日終了時点に

おいて決定される。ファンドは、投資先ファンドへの投資を公正価値で計上している。 
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 金融商品の公正価値を決定するために、様々な評価技法およびインプットが使用されている。Ｕ．

Ｓ．ＧＡＡＰは、公正価値測定に使用するインプットを分類する下記の公正価値ヒエラルキーを設

定している。 

 

・ レベル１－測定日においてファンドがアクセス可能な同一の金融商品に関する活発な市場にお

ける（無調整の）公表価格。 

・ レベル２－レベル１に含まれる公表価格以外で、直接または間接に観察可能なインプット。

（活発な市場における類似の金融商品に関する公表価格、活発でない市場における同一または

類似の金融商品に関する公表価格、金利およびイールド・カーブ、インプライド・ボラティリ

ティ、ならびに信用スプレッドが含まれるがこれらに限定されない。） 

・ レベル３－観察不能なインプット。 

 

 観察可能なインプットは、実際の事象または取引に関する公表されている情報などの市場データ

を利用して構築されたものであり、市場参加者が金融商品の価格設定に使用するであろう仮定を反

映している。観察不能なインプットは、市場データが入手できず、市場参加者が金融商品の価格設

定に使用するであろう仮定について入手可能な最善の情報に基づいて構築されたものである。Ｕ．

Ｓ．ＧＡＡＰは、観察可能インプットを最大限に使用し、観察不能インプットの使用は最小限とす

る評価技法を要求している。公正価値を算出するにあたって複数のインプットが使用された場合、

当該金融商品は、その公正価値について重要なインプットのうち最も低いレベルの公正価値ヒエラ

ルキー・レベルに割当てられる。インプット・レベルは、必ずしもそのレベルでの金融商品に関連

するリスクまたは流動性を示すものではなく、これらの評価額を決定するにあたって行われた判断

の程度を示している。 

 投資先ファンドへの投資は、ルクセンブルグにおいて銀行が終日営業している日毎に投資先ファ

ンドの最終ＮＡＶで評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル２に分類される。先物為替予約は、

実勢為替レートを使用して評価され、公正価値ヒエラルキーのレベル２に分類される。 

 2018年11月30日に終了した年度中に、レベル１、２および３の間で移動はなかった。 

 

(B）投資取引および投資収益 

 財務報告の目的上、基礎となる投資先ファンドの購入および売却は、約定日に会計処理される。

損益は、個別法に基づき報告される。基礎となる投資先ファンドからの収益または実現利益の分配

は、配当落ち日に計上される。基礎となる投資先ファンドによる元本の払戻しに係る分配は、投資

原価の減額として計上される。2018年11月30日現在、投資先ファンドからの元本の払戻しに係る分

配は行われていない。受取利息は、稼得時に発生する。 

 当期間における投資先ファンドに対する持分の取得原価および売却収入は、それぞれ269,604米ド

ルおよび3,353,301米ドルであった。取得原価には、再投資された投資先ファンドからの収益分配が

含まれている。 

 

(C）費用 

 費用は、発生主義に基づき計上される。ファンドは、報酬および費用を負担する。当該報酬およ

び費用には、受託報酬、管理事務代行会社報酬、投資顧問報酬、管理報酬、専門家報酬、販売会社

報酬およびファンドの営業活動に関連するその他の費用が含まれるが、これらに限定されない。 
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(D）分配方針 

 受託会社もしくは管理会社は、投資顧問会社の裁量に基づき、分配金額に関するすべての決定を

行う。分配は、ファンドの純利益および資本的資産に基づき計算され、実現純キャピタル・ゲイン

を含むことがある。受託会社または管理会社は、投資顧問会社の裁量に基づき、一回または複数回

の分配を行わないことを決定することができる。 

 2018年11月30日に終了した年度において、分配は行われなかった。 

 

(E）募集費用 

 ファンドの設立および受益証券の当初発行に関連して発生したコストおよび費用は、ファンドの

資産に対して５年を超えない期間にわたり、各年で管理会社が定めた金額の範囲内において定額法

で、繰延ならびに償却される。 

 

(F）先物為替予約 

 ファンドは、米ドルに対して非米ドルクラスそれぞれを経済的にヘッジするため先物為替予約を

締結している。クラス固有の先物為替予約から生じる損益は、それら固有のクラスに配分される。

先物為替予約とは、将来において定められた価格で通貨を売買する２当事者間の契約である。先物

為替予約の公正価値は、為替レートの変動に伴い変動する。先物為替予約は、日次で時価評価され、

ファンドは公正価値の変動を未実現損益として計上する。添付の資産負債計算書上において、先物

為替予約に係る価値の上昇は資産として、下落は負債として反映される。契約締結時の価値と契約

終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の受渡し時に計上される。これらの契約には、

資産負債計算書に反映された未実現損益を上回る市場リスクが含まれる場合がある。さらに、契約

相手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基準通貨に対して不利に変動した場合、

ファンドはリスクにさらされる可能性がある。 

 ＡＳＣ 815－10－50は、デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示を要求している。すな

わち、ａ）事業体がデリバティブ商品をどのように、またなぜ使用するのか、ｂ）デリバティブ商

品および関連するヘッジ対象がどのように会計処理されるのか、ならびにｃ）デリバティブ商品お

よび関連するヘッジ対象が事業体の財政状態、財務成績およびキャッシュ・フローにどのような影

響を及ぼすのかについて、ファンドが開示することを要求している。ファンドは、デリバティブ商

品をＡＳＣ 815の会計処理規定に基づくヘッジ手段として指定していない。 

 先物為替予約の公正価値は資産負債計算書に含まれ、公正価値の変動は実現利益（損失）または

未実現利益（損失）の純変動として損益計算書に反映される。2018年11月30日に終了した年度にお

いて、ファンドのデリバティブ商品取引は、先物為替予約のみで構成されていた。 

 

2018年11月30日現在の資産負債計算書におけるデリバティブ商品の公正価値 

 

ＡＳＣ 815に基づくヘッジ手段として会計処理されていないデリバティブ 

 

計上科目 為替リスク 

 （米ドル） 

資産  

先物為替予約に係る未実現利益（損失） 1,252 
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デリバティブ商品が2018年11月30日に終了した年度における損益計算書に及ぼす影響 

 

ＡＳＣ 815に基づくヘッジ手段として会計処理されていないデリバティブ 

 

計上科目 為替リスク 

 （米ドル） 

実現および未実現利益（損失）  

先物為替予約に係る実現純損失 (74,239)

先物為替予約に係る未実現利益（損失）の純変動 33,318 

 

 2018年11月30日に終了した年度における未決済の先物為替予約の平均想定元本は、おおよそ以下

の通りであった。 

 

 （米ドル） 

日本円クラス 2,916,971 

 

 すべての非米ドルクラスが、先物為替予約を有していた。 

 

(G）現金および外貨 

 ファンドの機能通貨および報告通貨は、米ドルである（以下「機能通貨」という。）。保有通貨

ならびにその他の資産および負債の公正価値は、各営業日および／または管理会社が随時定めるそ

の他の日（以下「取引日」という。）の実勢為替レートに基づいてファンドの機能通貨に換算され

る。為替レートの変動に伴う保有通貨ならびにその他の資産および負債の評価額の変動は、外貨に

係る未実現損益として計上される。投資有価証券に係る実現損益および未実現評価損益ならびに収

益および費用は、それぞれの約定日付および報告日付で換算される。損益計算書において、デリバ

ティブに係る為替レートの変動による影響は、当該有価証券の市場価格および評価額の変動による

影響と区別されていないが、実現および未実現純損益に含まれている。 

 

注記３ 投資先ファンド 

 以下の情報は、投資先ファンドの2017年12月31日現在の監査済財務書類から入手しており、2018

年11月30日現在の投資先ファンドの情報と一致している。 

 

設立 

 投資先ファンドは、ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV（以下「本投資法人」という。）

のファンドである。本投資法人は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき変動資本を有する投資法

人として設立されたオープンエンド型の投資法人であり、投資信託に関する2010年12月17日法パー

トⅠ（改訂済）に準拠して認可されている。本投資法人は、2001年６月５日に設立されており、譲

渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）として適格である。 

 2014年10月１日付で、本投資法人は、ティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメン

ト・エス・エイ・アール・エルを、本投資法人の管理業務、管理事務代行業務および分配に関して

責任を負う管理会社（以下「管理会社」という。）に任命した。 

 本投資法人は、機関投資家および個人投資家の両方が、予想される特定のリスクおよび多様化要

求に対応するように設定された、それぞれ異なる投資目的を提供している投資ポートフォリオ（以

下「ファンズ」という。）を選択できるように設計されている。 
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 投資先ファンドのクラスSd 12－米ドルクラスは、ファンドのために設立された。 

 投資先ファンドの目的は、金利上昇に対する一定のプロテクションを提供しながら、株式市場に

対して低相関の収益を生むことである。投資先ファンドは、新興市場を含む世界中の発行体が発行

するあらゆる種類の債券のポートフォリオに主に投資する。投資先ファンドが投資目的を達成し、

投資収益を生む保証はない。 

 投資先ファンドの投資運用会社は、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド

（以下「投資先ファンドの投資運用会社」という。）である。 

 

重要な会計方針 

(A）有価証券評価 

 投資先ファンドの資産の価額を決定するにあたり、公認の証券取引所または他の規制ある市場に

おいて上場または取引される有価証券は、入手可能な最新の価格または特定の市場（公認の証券取

引所もしくは通常は当該有価証券の主な市場である市場）における公式の終値で評価される。 

 公認の証券取引所または他の規制ある市場において上場または取引されていない有価証券と同様

に、そのように上場または取引されているが最終売却価格が入手できない有価証券および最終売却

価格が公正価値に相当しない有価証券は、合理的に予想される売却価格に基づき、本投資法人（以

下「取締役会」という。）の監督下で誠実に評価される。 

 当初満期が１年未満で購入された短期債務投資は、未払利息と合算することで公正価値に近似す

る償却原価で評価される。しかしながら、償却原価が公正価値を反映していないと見なされる場合

には、有価証券は取締役会の監督下で誠実に決定された公正価値で評価される。 

 投資先ファンドは、先物為替予約、金融先物、オプションおよびスワップ契約（投資先ファンド

の純資産計算書に反映された金額を超過する市場リスクを表章する購入オプションを除く。）を締

結することがある。当該契約の金額は、投資先ファンドの当該金融商品への参加額の範囲で表章さ

れる。先物為替予約および金融先物は、それぞれ実勢先渡為替レートおよび直近の決済価格を用い

て日々評価される。オプションおよびスワップ契約は、独立価格設定サービスを用いて日々評価さ

れる。契約価値の変動は、契約の終了または満期まで、未実現損益として日々計上される。実現損

益は、デリバティブ契約の終了時に計上される。スワップ契約に求められる純期間受領額または支

払額は、スワップに係る受取利息または支払利息として日々発生する。 

 当該契約に関連する市場リスクは、商品に内在する為替レート、金利レート、信用度、指数およ

び有価証券価値の潜在的な変動により生じる。その他の市場リスクおよび信用リスクには、契約に

対する非流動的な市場が存在する可能性、契約の価値変動が通貨、指数もしくはヘッジされた有価

証券の価値変動と直接的に相関しない可能性、または契約の取引相手方が契約条件に基づき果たす

べき債務が不履行となる可能性が含まれる。投資先ファンドのすべてのクラスに係る未決済の契約

は、もしあれば、投資先ファンドの投資有価証券明細表に反映される。 

 投資先ファンドは、未決済の先物契約に係る当初証拠金の要件を満たすため、また将来の変動証

拠金債務の決済に充てる追加的な資金を維持するために、ブローカー保有口座に現金を預けること

がある。 

 

(B）外貨換算 

 投資先ファンドの帳簿および記録は、投資先ファンドの基準通貨により維持されている。その他

の通貨建ての金額は、以下の原則で、基準通貨に変換される。（ⅰ）当初その他の通貨で表示され

ていた投資評価ならびにその他の資産および負債は、各営業日において、かかる各営業日付の実勢

為替レートを使用して基準通貨へ変換される、また、（ⅱ）外国投資の売買ならびに収益および費

用は、かかる各取引日付の実勢為替レートを使用して基準通貨へ変換される。 
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 外貨取引に係る実現純損益は、以下を表示する。 

（ⅰ）外貨の保有および売却による為替差損益、 

（ⅱ）有価証券取引に係る取引日と決済日との間の損益、ならびに、 

（ⅲ）計上された配当および利息と実際に受領した金額との間の差異から生じた損益。投資先

ファンドは、投資に係る為替レートの変化により生じた運用結果の一部と、当年度中に保

有する投資の市場価格の変化により生じた変動を区別しない。 

 

(C）投資取引および投資収益 

 投資取引は、取引日に計上される。実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。 

 分配収益は、配当落ち日に発生する。受取利息および支払利息は、発生主義で計上される。債務

証券に係るプレミアムおよびディスカウントは、定額法で収益に認識される。 

 銀行預金には、一定の信用基準を満たす各種金融機関における、デュレーションが翌日物から３

か月物の定期預金の残高が含まれる。取引相手方が預金額を払い戻せない場合、投資先ファンドは、

かかる元本の価値の回復の遅滞、および収益または価値の潜在的損失を被る可能性がある。手数料

控除後の収益は受取利息として日々発生し、当座借越費用はその他の費用に含まれる。 

 

(D）費用 

 投資先ファンドは自己の費用を負担する。これには、管理事務代行会社報酬および会計報酬、保

管会社報酬、登録・名義書換事務代行会社費用、監査報酬ならびに投資先ファンドの営業活動に関

連するその他の費用が含まれるが、これらに限定されない。費用項目は発生主義に基づき計上され

る。 

 

(E）分配 

 投資先ファンドは、分配型受益証券に帰属する実質的にすべての投資純利益を表す年２回の分配

を宣言し支払う予定である。これらの受益証券に関する分配は、関連するクラス建ての通貨で宣言

され、また、配当落ち日に計上される。投資先ファンドの分配型受益証券に関する中間分配は、取

締役会が決定した頻度および間隔で、帰属する投資純利益および実現キャピタル・ゲインから支払

われる場合がある。 

 

関係法人取引 

a）管理会社報酬 

 投資先ファンドは、管理会社により管理されている。投資先ファンドのクラスＳ受益証券に対し

て直接的に課される管理会社報酬はない。 

 

b）費用免除 

 投資先ファンドのクラスＳ受益証券に帰属する報酬は、投資先ファンドの投資運用会社により、

投資先ファンドの投資運用会社が負担する業務に対して請求される。クラスＳ受益証券は、投資先

ファンドの投資運用会社と専門的な業務契約をしている機関投資家のみが入手可能である。投資先

ファンドの投資運用会社は、適切と考える日時に、特定の費用について、当該費用がクラスのパ

フォーマンスに及ぼす影響を軽減するためにクラスの払戻しを選択することがある。 

 

注記４ 受益証券 

 ファンドは、２つの受益証券クラスを提供する。各受益証券は、ファンドの不可分の受益持分を

表す。管理会社は、受託会社と協議の上、様々な特徴および投資適格要件を有する受益証券クラス
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を設立する可能性がある。各クラスは、投資対象ポートフォリオの比例持分を表章し、投資対象

ポートフォリオと同一の権利を付されている。ファンドは将来、既存の受益者の同意なしに、異な

る権利を有するおよび／または異なる通貨建ての追加クラスを提供する可能性がある。 

 2018年11月30日現在、すべての発行済受益証券が、ファンドの純資産の100％の株数を所有する単

一の受益者により保有されていた。アメリカ合衆国ドル建てのファンドは、非米ドル建てクラスそ

れぞれの発行および買戻活動、ならびに関連する決済日の投資先ファンドへのおよび投資先ファン

ドからの対応する投資に資金を提供するために、先物為替予約を締結する。 

 

(A）受益証券の申込み 

 受益証券の申込みは、各取引日に行うことができる。各クラスの受益証券１口当たり発行価格は、

ファンドの英文目論見書補遺に記載された締切時間（以下「締切時間」という。）までに、名義書

換事務代行会社として行動する副管理事務代行会社であるザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロ

ンによって受益証券の購入申込みが受領された取引日において決定される、関連するクラスの受益

証券１口当たりＮＡＶ（に管理会社の絶対的な裁量により、管理会社が決定する追加の手数料、申

込手数料および／または販売手数料を加算した額）である。取引日における申込みの注文は、当該

取引日の締切時間までに、受託会社もしくは管理会社またはこれらの代理人により受領されなけれ

ばならない。受託会社が、投資顧問会社と協議の上、ＮＡＶの決定を停止し、または延期した場合

には、翌取引日に決定されたＮＡＶが利用される。締切時間以前に受託会社もしくは管理会社また

はこれらの代理人により受領され、かつ、受理された記入済みの有効な申込書は、当該取引日時点

において処理される。締切時間後に受領された申込書は、翌取引日に処理される。 

 

(B）受益証券の譲渡 

 いかなる受益証券も、受託会社または管理会社の事前承諾を得ることなく譲渡してはならない。 

 

(C）買戻し 

 販売会社は、取引日の締切時間より前に受託会社または管理会社に撤回不能の買戻通知書を提出

することにより、各取引日に自らの受益証券の買戻しを行うことができる。受益証券１口当たり買

戻価格は、受益証券の買戻請求が受託会社もしくは管理会社またはこれらの代理人により処理され

た取引日において計算された関連するクラスの受益証券１口当たりＮＡＶに等しいものとする。締

切時間後に受領された買戻通知は、翌取引日に、当該取引日時点において決定された適切なＮＡＶ

で処理される。各取引日に関して計算されたＮＡＶに応じて、受益証券の買戻価格は、当該受益証

券について申込時に支払われた価格を上回るまたは下回ることがある。買戻代金の支払いは、ファ

ンドの英文目論見書補遺に記載された決済日までに、管理会社またはその代理人によりクラス通貨

建てで全額支払われる。 

 受託会社またはその委託先は、投資顧問会社と協議の上、以下のいずれかに該当すると判断した

場合、買戻請求が効力を発生する日を延期することができる。（ⅰ）当該ファンドの投資資産の大

部分を評価することが合理的に実行可能でないこと。（ⅱ）当該ファンドの投資が、十分な投資対

象の即時清算が合理的に可能でない方法で実行されたこと。（ⅲ）当該ファンドによるその投資の

一部または全部の清算が、合理的もしくは実行可能でない、または当該ファンドの残りの受益者を

害するような状況が生じていること。（ⅳ）かかる効力発生日を延期しないことが、引き続き当該

ファンドの受益者である者に重大な悪影響を及ぼすこと。（ⅴ）かかる効力発生日を延期しないこ

とが、当該ファンドまたはその各財産に適用される法律または契約上の規定に基づく違反となるこ

と。 
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注記５ 主なリスク 

 ファンドへの投資は、投資金額の全額が失われる場合があるリスクを含む、高度のリスクを伴う。

ファンドは、ファンドの投資目的が達成されること、また、受益者がすべてもしくは大部分の投資

金額を失うことがないことを、受益者に対して保証することができない。ファンドの資産に対する

投資目的または戦略の実施が、受益者に損失を被らせない保証はない。ファンドへの投資に関する

主なリスクの概要は以下のとおりである。 

 

(A）アクティブ運用リスク 

 ファンドは、その投資先ファンドの魅力度、価値または潜在的な価値の上昇に関する投資運用者

の判断が不正確であったことが後日判明するというリスクにさらされる。投資先ファンドにより選

定された投資対象および利用戦略が企図された成果を出さなかった場合、ファンドは、同様の目的

および投資戦略を有する他の投資ファンドと比較して低いパフォーマンスを示す可能性がある。 

 

(B）確定利付債券市場リスク 

 経済情勢およびその他の市場の動向が確定利付債券市場に悪影響を及ぼす可能性がある。時折、

これらの市場の参加者が、一部の債務証券発行体の元利金を適時に支払う能力について、または、

一定の債務証券市場を秩序ある市場に促進させる金融機関の能力について、懸念を深めることがあ

る。かかる懸念により、特定の証券または確定利付債券市場全体および関連するデリバティブ市場

の変動性（ボラティリティ）が高まり、流動性が低下する可能性がある。流動性の欠如またはその

他の不利な金融市場の状況により、投資先ファンドが投資する債務証券を売却する能力または適切

な債務証券を見つけ、購入する能力が妨げられることがある。 

 

(C）バンク・ローンに関するリスク 

 ファンドは、バンク・ローンに投資する局面において、従来型の債務証券に一般的に伴うリスク

を上回る追加的なリスクにさらされる。ローンに関連して支払を受ける投資先ファンドの能力は、

主に、借入人の財務状態およびローンが担保によって付保されているか否かに依拠しているが、

ローンに付保された担保がローンの債務を弁済するために十分であるという保証はない。さらに、

バンク・ローンは転売に関して契約上の制限を有する場合が多く、当該制限は売却を遅らせ、売却

価格に悪影響を及ぼす可能性がある。 

 

(D）金利リスク 

 金利の上昇により固定金利型債務証券の価格が下落するリスクをいう。一般に、証券の残存期間

またはデュレーションおよび投資ファンドの加重平均残存期間またはデュレーションが長期になる

ほど金利リスクは高まる。政府により実施される可能性のある財政政策の影響および当該政策に対

する市場の反応により、ファンドはより大きな金利上昇リスクにさらされる可能性がある。 

 

(E）期限前返済リスクおよび返済期限の延長リスク 

 期限前返済リスクは、モーゲージ・バック証券、その他のアセット・バック証券またはコール・

オプションが付された債務証券の元本がいずれかの時点で期限前に返済されるリスクをいい、これ

により証券の利回りの低下および市場価値の下落が生じる可能性がある。金利の低下時には期限前

返済率は上昇する傾向にあり、かかる場合、ポートフォリオの平均残存期間が低下する可能性があ

る。返済期限の延長リスクは金利の上昇に起因することがあり、金利が上昇した場合には、モー

ゲージ・バック証券、アセット・バック証券およびその他繰上償還可能な債務証券の変動性が高く

なる傾向にある。 
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(F）信用リスク 

 信用リスクとは、債務証券の発行体の財務状態に不利な変更が生じ、これにより支払不履行、証

券の格下げまたは金融債務の返済不能が生じるリスクをいう。ジャンク債は、債務不履行リスクが

高く、投機的とみなされるべきである。投資先ファンドが非投資適格証券に投資する場合、ファン

ドの信用リスクは高まる。 

 

(G）流動性リスク 

 投資先ファンドが望ましい価格で保有証券を適時に売却できないリスクをいう。債券市場の流動

性の低下は、重要な取引活動、在庫債券の減少および急速なまたは不測の金利変動等の多くの事象

に起因する可能性がある。流動性のある市場が少なければ価格の変動性が大きくなり、適当な価格

で保有証券を売却する投資先ファンドの能力が制限される可能性がある。 

 

(H）非米国証券への投資リスク 

 米国以外の発行体の証券への投資は、米国の発行体への投資には一般に伴わない特別なリスクを

伴う。非米国証券は、米国証券への投資と比べて変動性が高く、流動性が低い傾向にあり、外国に

おける不利な地域振興、政治・社会情勢もしくは経済動向または外貨と米ドル間の為替相場の変動

により値下がりすることがある。さらに、非米国証券への投資は、米国とは異なる決済慣行ならび

に規制および財務上の報告基準に従う。 

 

(I）新興市場リスク 

 新興市場国の発行体の証券については、外国投資リスクが高まる。新興市場国は、先進国と比べ

て経済構造の範囲が狭く成熟していない上、政治制度も安定していない傾向にある。外国の先進国

市場への投資に関する一切のリスクに加え、新興市場は、政府による介入、外国投資に課税される

現地の税金、売却手取り金へのアクセスに対する制限ならびに流動性および効率性が低い取引市場

の影響を受けやすい。 

 

(J）為替リスク 

 ファンドは米ドル建てであり、ファンドの各クラスはクラスの通貨建てである。ファンドは、

ファンドの通貨建てと異なる通貨で発行される証券に投資することがあるため、外貨が対米ドルで

軟調である場合および当該外貨と米ドル間の為替相場が変動した場合に損失を被るリスクにさらさ

れる。各通貨クラス（米ドルクラスを除く。）がファンド通貨建てとの為替変動リスクを低減する

ため行う為替取引の試みは完全でない場合があり、それにより損失が生じる恐れがある。加えて、

ある通貨クラス（米ドルクラスを除く。）がファンドの投資対象の通貨（米ドルを除く。）と異な

る場合、当該クラスの通貨とファンドの投資対象の通貨（米ドルを除く。）の間における為替レー

トの変動により、当該クラス通貨において表示されている当該クラスの受益証券の価値に悪影響を

及ぼす場合がある。 

とりわけ、日本円により投資する場合には、外国為替相場の変動によっては換金時の円貨受取金

額が円貨投資額を下回る場合があることに留意すべきである。 

 

(K）非分散リスク 

 非分散型投資ファンドとして、ファンドは、分散型投資ファンドと比べて、より多くの資産を数

少ない発行体の証券に投資する可能性がある。その結果、単一の発行体のパフォーマンスが低迷し

た場合、ファンドの運用実績は、ファンドがより多くの発行体に投資した場合よりも大きく悪影響
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を受ける可能性がある。ファンドの受益証券の価格は、類似の分散型投資ファンドよりも大きく変

動するものと予想される。 

 

(L）デリバティブ・リスク 

 ファンドは、先物為替予約、金利先物、金利スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップ

を利用する局面において、債券その他の債務証券に直接的に投資した場合と比べてより大きな変動

（ボラティリティ）にさらされる可能性がある。これらの商品は、流動性が低く評価が困難である

可能性がある上、レバレッジを伴うため、僅かな変動でもファンドが多大な損失を被る可能性があ

り、さらに、取引所で取引されていない場合には、取引相手方（カウンター・パーティー）がデリ

バティブ契約に基づく債務を履行しないリスクにさらされる。投資先ファンドによるデリバティブ

の主な利用は、予想される金利の変動および為替の評価、為替相場または発行体の信用度の変動が

正確に予測されないリスクを伴い、このことは、投資先ファンドの運用実績を著しく悪化させ、全

体的な変動性（ボラティリティ）を低下させようとする投資先ファンドの試みを阻む可能性がある。 

 

(M）カウンターパーティー・リスク 

 ファンドは、取引相手方と直接取引および決済を行うデリバティブ（店頭デリバティブ）に投資

しているため、カウンターパーティー・リスクにさらされている。当ファンドは、当該リスクを低

減させるために、特定の状況下においてネット決済が認められるマスター・ネッティング契約（以

下「ＭＮＡ」という。）を各取引相手方との間で締結している。 

 ＭＮＡは、当ファンドが取引相手方に支払うべき金額と取引相手方が当ファンドに支払うべき金

額を相殺（ネット決済）することについて規定している。ＭＮＡは、一般的に、契約が終了した場

合のネット決済および債務不履行または破産といった事前に規定された特定事象の発生による契約

満期日前の一方の当事者による契約の終了を認めている。契約終了時に、取引相手方との間で締結

されたすべての店頭デリバティブは、清算され、純額で決済される。 

 下表は、報告日に当ファンドが保有するデリバティブについて、担保がある場合にはこれを考慮

後の各取引相手方に対する損失エクスポージャーを要約したものである。 

 

 
資産負債計算書 
における総額 

取引相手方 
または取引所 
に対する 

（債務）／債権
の純額 

（米ドル） 

当ファンドが
差入れた 

（受領した） 
担保 

（米ドル） 

担保考慮後の 
損失エクスポー

ジャー＊ 
（０米ドル以上）

（米ドル）  
資産 

（米ドル） 
負債 

（米ドル） 

取引相手方           

Standard Chartered PLC ＄ 1,252 ＄ － ＄ 1,252 ＄ － ＄ 1,252 

           

合計 ＄ 1,252         

 
＊取引相手方が債務不履行または破産した場合には、投資先ファンドは、その他の契約に基づく取

引相手方への債務または債権の金額に対してさらに相殺する権利を得ることがある。 

 

注記６ 保証および補償 

 トラストおよびファンドの設立書類に基づき、一定の当事者（受託会社および管理会社を含

む。）は、ファンドに対する義務の遂行から生じ得る一定の負債に対して補償される。また、ファ

ンドは、通常の営業過程において、様々な補償条項を含む契約を締結している。これらの契約に基

づくファンドの最大エクスポージャーは、現時点では発生していないファンドに対して行われ得る

将来の請求が含まれるため不明である。しかしながら、ファンドが、過去にこれらの契約に基づく
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請求を受けたまたは損失を被ったケースはない。 

 

注記７ 所得税 

 トラストは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、

利益、収益、利得または評価益に対して課される税金はなく、また遺産税または相続税の性質を有

するいかなる税金も、トラストを構成する不動産、またはトラストの下で生じる収益、ならびに当

該不動産または収益に関するトラストの受益者に対して適用されない。トラストまたはいずれの

ファンドによる分配に対して、または受益証券の買戻時の純資産価額の支払に関して適用される源

泉徴収税はない。そのため、当財務書類に計上された所得税の引当はなかった。 

 トラストは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな

されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、トラストは、1986年内国歳入法（改訂

後）におけるセーフ・ハーバーに適格となることを意図している。トラストは、同法に基づき、そ

の活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場合、当該事

業に従事しているとはみなされない。トラストの収益のどれもトラストが行う米国の取引および事

業に有効に関連していない場合、トラストが米国を源泉として得る一定種類の収益（配当および一

定種類の受取利息を含む。）に対して米国の税金30％が課される。この税金は通常、当該収益から

源泉徴収される。 

 税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針（財務会計基準審議会－

会計基準成文化740）は、管理会社に、ファンドの税務ポジションが税務調査（関連する不服申立て

または訴訟手続の解決を含む。）時に「支持される可能性の方が高い（morelikely than not）」か

否かを、当該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。支持される可能

性の方が高いとの基準を満たす税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金

額は、関係税務当局と最終的に和解した時点で実現する可能性が50％超である最大ベネフィットが

減額される。管理会社は、ファンドは未認識のタックス・ベネフィットとして当財務書類に計上す

べき債務を有していないと判断した。 

 2018年11月30日現在、時効にかかる法令に基づいて、主要な税務管轄（米国連邦の税務管轄を含

む。）の調査対象となる課税期間には、2017年11月30日に終了した期間および2018年11月30日に終

了した年度が含まれる。 

 

注記８ 報酬、費用および関連当事者取引 

 ファンドは、以下の年率（ファンドの平均日次純資産価額に対する割合として表示されてい

る。）で支払われていた以下の報酬および費用を負担しなければならなかった。 

 

(A）管理報酬 

 管理会社は、ファンドの資産から、日々発生し、計算され、毎月後払いされるファンドの純資産

価額の年率0.0225％に当たる報酬を受け取る権利を有する。2018年11月30日に終了した年度中に管

理会社が稼得した報酬および2018年11月30日現在の管理会社に対する未払報酬残高は、それぞれ、

損益計算書および資産負債計算書に開示されている。 
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(B）投資顧問報酬 

 投資顧問会社は、ファンドの資産から、日々発生し、計算され、毎月後払いされるファンドの純

資産価額の年率0.4275％に当たる報酬を受け取る権利を有する。2018年11月30日に終了した年度中

に投資顧問会社が稼得した報酬および2018年11月30日現在の投資顧問会社に対する未払報酬残高は、

それぞれ、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。 

 

(C）販売会社報酬 

 管理会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（以下「販売会社」という。）

との受益証券販売・買戻契約を締結している。当該契約において、販売会社は、ファンドの資産か

ら、日々発生し、計算され、毎月後払いされるファンドの純資産価額の年率0.45％に当たる報酬を

受け取る権利を有する。2018年11月30日に終了した年度中に販売会社が稼得した報酬および2018年

11月30日現在の販売会社に対する未払報酬残高は、それぞれ、損益計算書および資産負債計算書に

開示されている。 

 

(D）受託報酬 

 受託会社は、日々発生し、計算され、毎月後払いされるファンドの純資産価額の年率0.03％（た

だし、最低報酬額として年間35,000米ドルがかかる。）に当たる報酬に合理的な追加支出および立

替費用を加算した金額を受け取る。受託会社は、受託会社報酬の中から保管会社報酬を支払う。

2018年11月30日に終了した年度中に受託会社が稼得した報酬および2018年11月30日現在の受託会社

に対する未払報酬残高は、それぞれ、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。 

 

(E）管理事務代行会社報酬 

 受託会社は、管理事務代行会社との管理事務代行契約を締結している。当該契約において、管理

事務代行会社は、日々発生し、計算され、毎月後払いされるファンドの純資産価額の年率0.02％

（ただし、最低報酬額として年間30,000米ドルがかかる。）に当たる報酬に合理的な追加支出およ

び立替費用を加算した金額を受け取る権利を有する。2018年11月30日に終了した年度中に管理事務

代行会社が稼得した報酬および2018年11月30日現在の管理事務代行会社に対する未払報酬残高は、

それぞれ、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。 

 

(F）代行協会員報酬 

 管理会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社（以下「代行協会員」とい

う。）との代行協会員契約を締結している。当該契約において、代行協会員は、日々発生し、計算

され、毎月後払いされるファンドの純資産価額の年率0.03％に当たる報酬を受け取る権利を有する。

当該報酬は、暦日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われた。2018年11月30日に終了した

年度中に代行協会員が稼得した報酬および2018年11月30日現在の代行協会員に対する未払報酬残高

は、それぞれ、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。 

 

(G）費用免除 

 ファンドの投資顧問会社は、適切と考える時点において、特定の費用がファンドのパフォーマン

スに及ぼす影響を軽減するためにファンドのクラスに対して当該費用の払戻しを行うことを選択す

ることがある。2018年11月30日に終了した年度中、ファンドの各クラスの総経費率は、1.10％まで

に制限された。 
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注記９ 後発事象 

 受託会社は本財務書類が公表された2019年３月16日までに生じたすべての後発取引および後発事

象について評価した。2018年12月１日から2019年４月30日までに募集はなく、1,163,774米ドルの買

戻しが行われた。同期間中に、分配はなかった。 

 受託会社は2019年４月29日に2019年７月31日付でファンドを償還することを決定し、同日、ファ

ンドの管理会社であるティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント・エス・エイ・

アール・エルおよびファンドの投資顧問会社であるティー・ロウ・プライス・インターナショナ

ル・リミテッドによって同意された。ファンドは、2019年４月29日より清算ベース会計を適用した。

当ファンドに関して報告されるその他の後発事象はない。 
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（３）投資有価証券明細表等 

TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 

投資有価証券明細表 

2018年11月30日現在 

（米ドル表示） 

 

投資先ファンドへの投資－96.4％ 受益証券  純資産比率  時価 

 （口数）  （％）  （米ドル） 

ティー・ロウ・プライス・ファンズ・ 
SICAV－ダイナミック・グローバル・ 
ボンド・ファンド（以下「投資先ファンド」
という。）－クラスSd 12 

572,375  96.4％  5,563,482 

投資先ファンドへの投資合計 
（個別原価：5,662,816米ドル） 

  96.4％  5,563,482 

負債を上回る現金およびその他の資産   3.6％  209,646 

純資産   100.0％  5,773,128 

 

 2018年11月30日現在における先物為替予約のポジションは以下の通りであった。 

 

日本円クラス－2018年11月30日現在未決済の先物為替予約： 
 

買建 
 
 
契約相手方 

 
 

契約金額 
 

 
決済日 

 
 

売建 
 

 
契約金額 

 
未実現 
評価益 

 
未実現 

（評価損） 
 

未実現純評価益／
（評価損） 

JPY  Standard Chartered PLC  257,510,871  01/31/2019  USD  2,280,734 $ 1,252 $ － $ 1,252 

 

 添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。 
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TRPダイナミック・マルチ・リターン・ファンド 

投資明細表（続き） 

2018年11月30日現在 

（米ドル表示） 

 

 2018年11月30日現在、当ファンドは、投資先ファンドの純資産の約0.40％を所有していた。基礎とな

る投資先ファンドにおける以下の投資の公正価値に対する当ファンドの持分は、当ファンドの公正価値

の５％を超過している。 
 

 
銘柄 

 
通貨 

 
元本金額 

 
 

公正価値 
 
公正価値に対する 
ファンドの持分 

     

チリ       

Bonos de la Tesoreria de la 
Republica en pesos 4.5% 03/01/2021 

CLP 48,630,000,000 $ 74,280,177 $ 298,999 

Bonos de la Tesoreria de la 
Republica en pesos 4.5% 03/01/2026 

 17,355,000,000  26,378,044  106,179 

チリ合計     $ 405,178 
     

イスラエル       

Israel Government Bond 1.25% 
11/30/2022 

ILS 83,830,000 $ 22,579,292 $ 90,888 

Israel Government Bond 5.5% 
01/31/2022 

 329,245,000  105,143,583  423,233 

Israel Government Bond 5.5% 
01/31/2042 

 12,795,000  4,874,288  19,620 

イスラエル合計     $ 533,741 
     

マレーシア       

Malaysia Government Bond 3.62% 
11/30/2021 

MYR 43,140,000 $ 10,287,724 $ 41,411 

Malaysia Government Bond 3.659% 
10/15/2020 

 138,565,000  33,183,243  133,572 

Malaysia Government Bond 3.882% 
03/10/2022 

 81,943,000  19,666,506  79,163 

Malaysia Government Bond 4.736% 
03/15/2046 

 35,700,000  8,280,325  33,331 

Malaysia Government Bond 4.921% 
07/06/2048 

 1,840,000  439,766  1,770 

Malaysia Government Bond 4.935% 
09/30/2043 

 30,810,000  7,373,671  29,681 

マレーシア合計     $ 318,928 
     

アメリカ合衆国       

GNMA MA5400 5% 08/20/2048 USD 42,861,797 $ 44,844,776 $ 180,513 

GNMA MA5530 5% 10/20/2048  40,695,582  42,590,955  171,441 

GNMA MA5595 4% 11/20/2048  110,348,055  111,748,493  449,819 

アメリカ合衆国合計     $ 801,773 
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通貨略称 

CLP チリ・ペソ 

ILS イスラエル・シェケル 

MYR マレーシア・リンギット 

USD アメリカ合衆国ドル 

 
 
 添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。 
 



 

－  － 

 

 

36

≪お知らせ≫ 
 

 受託会社は、管理会社の取締役会および投資顧問会社と協議の上、2019年７月31日をもって、ファン

ドを償還することを決定致しました。 
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